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｢大不況」期プロイセンにおける農村地域政策論の形成（1）

長井栄
一
一

TheConstructionofRegionalPolicyforRuralCommunity
inPrussiaduringthe''GreatDepression":Partl

EijiNAGAI

(2005年12月27日受理）

ThepurposeofthisstudyistoexplorethehistoricaloriginofregionalpolicyinGermany,

goingbacktotheperiodbeforeWorldWarl. Thispaper,partone, isanintroductionpart,

andpresentsthesubject,method,andapproachinthisstudy. Germanyhadchangedrapidly

froman"agriculturalcountry"toan''industrialcountry,''duringthe''GreatDepression'' (1873-

1896). Inthisprocess,disparitiesineconomicandsocialwellbeinghadincreasedbetweenits

regions, especiallyinruralcommunities・ Thisstudyfocusesonthefollowingquestions,

withinthe''VereinfurSocialpolitik,"whichwastheleadingacademicadvocateforthepolicy

changefromlaissez-fairetogovernmentinterference. First, intheperiod,wasthedisparities

recognizedasastructuralproblemornot？ Second，wasthereanyconsensusforanew

interferencepolicytoreducespatialdisparities？ Third， ifso，whatkindofcombinationof

policieswastheconsensusbasedon？

と補充財源としての欧州応能税の導入は， ヨーロッ

パにおける地域問題に対する関心の高さを端的に物

語っている。

しかしながら, EUの地域政策はあくまで，補完

的な広域調整として導入され， それがのちに統一

ヨーロッパの主要な政策課題のひとつに発展してき

たものにすぎない。現代ヨーロッパにおける地域主

義の源流は，地域の問題を最も身近に自覚し， 自ら

の生活空間を守り改善しようとする地域社会と
ゲマ イ ン デ

基礎自治体から斑り出ているのである｡(2)

ヨーロッパは，統合と分権を表裏一体のものとし

ながら推進している。そしてそのプロセスを現実的

に支えているのは，地域社会そのものと，地域間構

造調整の政策なのである。 したがって， ヨーロッパ

における地域政策の歴史的生成過程を追跡すること

は，現代ヨーロッパを理解するうえで， そしてまた

近現代史を比較史的に構成するうえでも， きわめて

現代的かつ切実な課題であるといえよう。

本稿はとくに， マーストリヒト条約に上述の条文

を刻み付けた重要な推進主体が，他ならぬドイツで

あったこと－さらに言うならば， ドイツ連邦を構

序論

(1)問題の所在

1992年2月7日のマーストリヒト条約は， ヨーロッ

パ統合の根本理念に，一定の表現を与えた。EU機

構の中央集権化を抑止するための「補完性原理」

(Subsidiarprinzip)と， 「地域委員会」の設立とを，

条文に明示したことがそれである。われわれはここ

に，戦後ヨーローッパにおける統合過程の基底部分

に脈々と流れているふたつの指導原理，すなわち，

連邦主義と地域主義(1)をまざまざと見せつけられて

いる。

戦後ヨーロッパの統合過程は， その初発から，統

一空間内の地域問題への取り組みの歴史と，表裏一

体をなしている。 1958年のEEC設立条約の前文は

はやくも，城内諸地域間の社会経済的格差の是正が

共通の政策課題となることを予見しており， そして

現実に統一空間が拡大していくにつれて， ヨーロッ

パ・レベルの地域間均衡をはかる地域政策は， ます

ますその重要度を高めてきたのである。1988年のヨー

ロッパ「構造基金」額の倍増（94年にさらに増資）
ラン 卜

成する諸邦国・諸地域であったことに注目してい
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からの集権的支配（ヘルシャフト）に対する，横向

きの社会的連合（アイヌング，ゲノッセンシャフト）

の対抗軸，すなわち比較国制史の理論視角に相似す

る｡(8)地域政策の歴史研究には， この空間把握の視

角が有効であるといえる。

第二に，現代の地域政策でさえ，一義的な定義は

なされていないことに注意しなければならない。もっ

とも， ここで重要なのは，地域政策を定義づけるこ

との困難な， その理由である。

まず，地域問題が， なんらかの政策的関与を必要

とする社会問題として認識されるか否かは，同時代

人の日常的な生活空間のなかで育まれるさまざまな

｢地域意識｣(9)と，政策関係者の追求する積極的な価

値目標，逆に言えば，彼らの問題関心そのものにか

かっている。それゆえにまた，地域問題に対処する

べき地域政策の概念も， またその具体的形態も，極

めて多様かつ柔軟に形成されうるのである。

したがって，地域政策の歴史的生成を問うときに

は， なによりもまず， なにゆえに政策干渉が要請さ

れ，正当なものと見倣されるのかという点が重要と

なる。そしてこれをひとまず政策論レヴェルで押さ

えるならば， そこに含まれる問題認識そのものが，

決定的な意味をもつ。この場合，政策の具体的形態

は， あくまで，同時代の諸利害関係や枠組み諸条件

とのかねあいのなかで， その問題認識がどのような

表現を得るか， という次元の問題となる。

また地域政策は， 自治体を含むさまざまな空間レ

ヴェルの政策主体によって，重層的に展開される。

しかも必要があれば，国境や行政区間にはとらわれ

ずに， 目的にあわせた地域空間で推進・調整され

るo(10)それゆえ地域政策は，例えば国家立法によっ

て明示的に認知されている固有の政策であるかどう

かということを，必ずしも決定的なメルクマールと

しない。つまり，歴史的に見ていこうとするかぎり，

｢地域政策Regionalpolitik」という術語（とくにド

イツでは「地域計画Regionalplanung」や「空間

整備Raumordnung」など）が， どの時点で登場

し，公式に認知されるかということは，決定的な目

印にはならないのである。重要なのはあくまで，地

域間の社会経済的格差，生活水準の格差が，政策的

干渉なしには， もはや不可逆的に開いていかざるを

えないという，構造問題としての認識であり， そし

てそれを地域間で均衡化させていこうとする政策志

向なのである。というのも， こうした構造問題とし

ての地域問題の認識は，地域政策を出現させる可能

性をつねに潜在させているからである。

第三に，地域政策は， いま述べたように，構造問

る｡(3)すなわち，伝統的な連邦主義的国制から， ワ

イマール。ナチス期に一時的に集権的単一国制を採
ラン ト

リ，戦後再び邦国主権の連邦制へと復帰した， あの

ドイツである。それゆえ， ドイツにおける地域政策

の歴史的生成を明らかにすることは， ヨーロッパに

おける連邦主義と地域主義を，歴史．構造的にとら

えていくための，大きな足掛かりとなるであろう。

ところが，管見で研究状況を見るかぎり，一定の

重要な先駆的業績を除けば， ドイツ地域政策の歴史

的源流を， とくにワイマール期以前の連邦制時代

(第二帝制期）にまで遡って，社会･構造史的に把

握していこうとする試みは， ほとんど存在しないよ

うに思われるO(4)

こうした研究状況には，地域政策の概念定義の問

題が,深く影響しているものと考えられる。

第一に，地域政策には，一定の意図をもった積極

的な政策干渉であるという点で， 自由放任主義政策

とは峻別される。この意味で，地域政策は，社会労

働政策とならぶ社会政策のひとつとして理解するこ

とができる。

周知のように，わが邦におけるドイツ近代史研究

においては,資本主義への移行論， ないし帝国主義

論が主流をなしてきた。 しかしながらこのアブ｡ロー

チの多くは，本質的にいって， ドイツ「国民経済」

の空間を，地域横断的に，平面的な階級論で切って

いく。このため，社会政策を，地域的個性のない労

働者階級馴致政策としてとらえる方向に傾斜してい

く。それゆえ，地域政策の視点も， そもそも欠いて

いることが多いのであるO(5)同様にまた，戦間期．

戦後期の地域政策についての段階論的なアプローチ

も’第一次大戦前の連邦制時代を切り捨てることに

よって，理論的整合性を求める傾向がある｡(6)いず

れにせよ， ドイツの「国民経済」の「段階的発展」

を理論的前提とするこれらの方法は，第一次大戦を

境目に，地域政策の歴史を寸断してしまうのである。

これらの研究状況が示唆しているのは，以下の点

である。すなわち， いまあらためて地域政策を歴史

的にとらえようとする場合には， 「国民経済」移行

論・段階論， したがってまた階級論に終始せずに，

それを包括するような， なんらかの視角が必要とさ

れているということである。

その視角をわれわれは， さしあたりまず，現代ド

イツの「空間整備政策」そのものから抽出すること

ができる。この現代ドイツの地域政策は，連邦と邦

国の間邦国と諸地域との間を結ぶ垂直的関係と，

地域相互間の水平的関係とのせめぎあいのなかで形

成されているのである｡(7)この理論枠は，国家の上
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題としての地域問題への対応という，固有の目的を

持っている。だが，地域政策を歴史的に検討する場

合には，つねに包括的な政策連関に留意しなければ

ならない。例えばドイツ連邦共和国の地域政策は，

1965年に連邦として構成された時点ですでに, EEC

の統一関税と共通農業政策を前提としていたので

ある。また, EU「構造基金」も，欧州社会基金の

ほか，農業指導保証基金と欧州地域開発基金という，

3つの基金で構成されているのである。従来の地域

政策史研究は， しばしばこの政策連関の観点を欠い

ている。だが，歴史的視点で見る場合， とりわけ大

戦前の「国民国家」の時代を対象とするときには，

地域政策だけを取り上げることは，実は問題のごく

一部分だけを押さえているにすぎないのである。

しかしながら，やはり概念を無限定的に使用する

わけにはいかないであろう。それゆえ，本稿も，諸

地域間の社会的・経済的格差を是正し，生活水準の

統一的なミニマムを達成するための，特定地域に対

象を限定した社会政策, ('1)という一般的な地域政策

の定義を，分類的なものとして仮に採用しておかざ

るをえないだろう。ただしわれわれはそれでも，各

時代の政策立案者たちが，意識的にか否かを問わず，

つねに同時代の他の諸政策との連関を念頭において，

あるいは自明の前提として，地域政策論を組み立て

ているものと見倣さなければならない。地域政策の

歴史的生成を問う場合，問題はあくまで，一定の時

代状況のなかで地域問題がいかに認識されるかとい

う点， そして地域間の構造調整という発想が， いか

に諸政策の体系のなかに食い込み，具体的な政策と

して反映されていくか， という点にある。このよう

な政策体系の枠組みとの関係のなかで， はじめて地

域政策の歴史的生成を問うことができるのである。

以上われわれは，地域政策の定義づけの難しさが，

地域政策の歴史的把握を困難にさせていることを確

認した。そしてそのことがまた，地域政策の階級論

的・段階論的把握以上に，同時代の諸政策の体系的

な関連づけと，同時代人の問題認識とを重視する歴

史把握の方法を要求しているのである。

しかしながらわれわれは，地域政策が一般に， 自

由放任原則とは対立するものであることをも確認し

た。したがって， ドイツの地域政策の歴史的源流を

問うには， さしあたってまず， 自由放任主義から社

会政策路線への転換が行なわれた「大不況」期

(1873-96年）に考察時期を設定するのが妥当であ

ろう。そして， まず第一に必要とされるのは，大不

況期の経済・社会政策を，構造問題・地域問題の視

点からとらえ直し，政策論のレベルで再構成するこ

とであろう。

(2)課題の限定

大不況期の地域問題を構造問題として捉えようと

する場合にまず注目されるべきなのは， まさにこの

時期に， ドイツが「工業化の大スパート｣('2)を現出

し， いわゆる「農業国」から「工業国」への転身を

遂げていったことであろう。逆にいえば，地域間の

発展較差問題が生み落とされるのは，都市よりもむ

しろ農村であると考えられる。

大不況期の農業・農村問題に考察対象を限定して

いく場合，すでにわが邦における第二帝政史研究は，

本稿の関連で，ふたつの点で重要な成果を残してい

る。

第一に， イングランド型農業との対比において，

ドイツ農業の近代化過程には， いわゆる三分割制に

向かう発展傾向と， それを押し止める発展傾向がつ

ねに併存していることが明らかにされている。それ

を図式化したものが，図1である。

ここに明らかなように，近代ドイツ農業おいては，

図1 近代資本主義農業の類型

ドイツ・プロイセン型 イングランド型（三分割制）

大地主経営 一一÷ 大地主制，借地農経営
(東エルベの「ユンカー経営｣） ＜経営合理論＞ （地代と利潤の分離）

農民層の残留 ←－÷ （農民層の分解）
＜旧中間層問題＞

インストロイテ・デプタント

雇農（東エルベ)＊ ＜利害共同体問題＞
ホイスラ一 ・ ゲルト ナー

家屋菜園持ち労働者 一一÷ 自由な賃金労働者

＊雇農とは，東エルベのユンカー経営（グーツヘル農場経営）における年契約の常雇労働

者のことであり，地主の家屋に居住し， また通常，地主から一定の菜園や牧草地を割り

当てられ， そこで野菜栽培や小家畜の飼養を自営する。
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で東エルベ・ユンカー固有の自治空間（領地区域）

が存在を否定されずに，いでユンカーの国税負担も

軽減されたので， ある程度埋め合わされたと見るこ

とができるO(17)

ただし， この「ユンカー支配の連続性」論は，内

地植民政策を概ね等閑視することで成り立っている

のである。90年代の内地植民地政策は，国有地（御

料地）の個別的分割とは異なる新しい積極的な「土

地分配政策」であることは，早くから注目されてい

た。にもかかわらず， この農民層創出政策は，東エ

ルベ･ユンカー階級の利害も，西エルベ．ブルジョ

ワ階級利害も貫徹しないことを特徴としているので

ある。(18)このことは，階級利害の「力くらべ」 （大野

英二）では割り切れない政策理念が，新航路期の政

策体系のなかに存在していたのではないかという疑

問を生じさせる。

さて，先行研究におけるドイツないしプロイセン

の一国レベルの支配階級を問う視角は，政策の分析

方法をも規定する｡すなわち，中央議会においてど

の政党が， どの階級利害を代弁し，法案を修正し，

最終議決を規定するかを追跡する［立法過程分析]・

法律・政策の本来の主旨(Begriindung)からでは

なく，階級利害の視点から，法律条文や政策効果を

評価する［政策内容・政策結果分析]。

しかしながら， こうした政策の歴史的評価の方法

(支配階級を問う視角）は，多分に抽象的，事後解

釈論的なものにならざるをえないのではないだろう

か。あるいはそもそも，同時代の政策論に一度内在

しなければ，政策史を客観的に構成することはでき

ないのではないだろうか。

本稿は，一定の時代に政策を生み出す当事者たち

の問題認識を重視する。そのための方法として，政

策論に内在していくことを重視する。そして本稿は，

同時代人たちの問題認識が深まり，それとともに，

政策論が成長していく過程を追跡しなければならな

いと考える。

大不況期の問題からは相対的に離れるが，最近の

地域史研究の成果も，本稿に重要な示唆を与えてい

る。周知のように， ライヒ「国民国家」「国民経済」

の枠組みはいまや急速に相対化されつつあり， その

なかで地域経済圏単位で歴史的に形成される固有の

地域構造の存在することが明らかにされてきてい

る。('9)その一方で，農村定住史研究は，農村社会の

地域類型を設定しながら，旧定住農民の歴史的性格

を描きだしているo(20)われわれの地域政策史研究も，

これらの成果との接点をもたねばなるまい。

本稿の課題は，大不況期プロイセンにおける地域

所有と自己経営が重要な意味をもっている。農民は

家族経営が原則であり， また東エルベ地方の大経営

は地主経営である。そして労働者においても，所有

ないし自己経営の重視がドイツ型資本主義農業の特

徴をなしているのである｡('3）

第二に， エルベ川東西を挟む経済・社会構造の歴

史的相違が早くから明らかにされている。ただしこ

の問題は，従来，旧東ドイツを歴史的にどう位置付

けるかという，同時代の政治問題とリアルに絡まっ

ていた。そして， その構造的差異をどう評価するか

をめぐって，政策・構造史研究が編まれてきたと言っ

ても過言ではないだろうO(14)

いうまでもなく，大不況期における地域政策問題

も， これらの先行研究と何らかの接点をもたねばな

るまい。図1のく＞は，先行研究が， イングランド

型農業をモデルとして， ドイツ農業に与えてきた歴

史的評価にかかわる論点である。すなわち，①経営

経済的観点（とくに不況克服能力）で見た場合の，

所有・自己経営型の不合理性と, (15)②東エルベ農村

社会構造の保守性，西エルベ型近代市民社会との対

立性，③農民の政治的・社会的保守性('6)である。

政策・構造史に踏み込むと，従来の研究は，問題

設定を同じくしている。すなわち，一国の政策にお

いて最終的に貫徹されたのは，西エルベのブルジョ

ワ階級の利害か，東エルベのユンカー階級の利害か，

という問題設定である。

しかし， こうした問題設定では説明されきれなかっ

た諸政策が， まさに大不況期にあらわれている。ビ

スマルク失脚後の外・内政の再編期， いわゆる「新

航路」 (NeuerKurs)時代の諸政策がそれである。

先行研究において，新航路期の農業・農村問題の関

連で重視されたのは，以下の諸政策である。

①ライヒ通商政策の転換。

1879年以来の工業関税の継続，農業・穀物関

税率の引き下げ（1891-1902年)。

②プロイセン内政。

（ｲ)内地植民地立法。大農場の分割促進による

農民層の創出， 1890/91年。

（ﾛ)東エルベ農村地方制度改革。領地区域の存

続， 1891年。

㈱財政改革。プロイセン邦国，地租・建物税

の課税権を放棄，地方自治体の専有税源と

する， 1893年。

ほぼ時を同じくして実現されたこれらの諸政策の

うち，階級論による体系的把握を妨げるのは，内地

植民政策である。

①のライヒ穀物関税率の修正は， たしかに②の(ﾛ）

平成18年2月
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政策論の形成と， その政策論が有する歴史・構造的

射程を明らかにすることである。

第一に， いかなる外的形態をとるにせよ，地域政

策が法律として実現するためには，公式の政策決定

機関において，地域問題がなんらかのかたちで構造

問題として認識されていなければならない。その認

識の存否を問うのが，最初の作業となる（第1部)｡

それを確認したうえで，第二に，同時代の政策論

に内在し，個々の政策に込められた主体的意図を明

らかにしていく。まず， とくに農村地域を対象とす

る社会政策がどのように構想されてくるかを明ら

かにする。そして， その積極的な政策目標が，諸政

策をどのように結びつけてくるか， そして国家に対

する地域社会の関係のなかで， それがいかなる枠組

みと射程をもっているかを明らかにしていく （第ll

部)。

ところで，政策論の形成は，必ずしも公式の決定

機関で営まれるわけではない。むしろそれは，階級

政党の議会戦術の場となって，政策論を埋もれさせ

てしまう傾向が強い。とくに当時のドイツ・プロイ

センは，中央議会の歴史がまだ浅く，政府の調査機

関も未整備であったため，政策論の形成や， そのた

めの調査・研究の多くは，非公式の社会的機関

(Verein)に負うていたのである。

上述したように，大不況期は， 自由放任原則から

積極的な社会改良主義への政策転換が行なわれた時

期である。そしてこの政策路線の転轍を先導したの

は，議会ではなく， 1872年に設立された超党派の任

意協会「社会政策学会」(VereinfiirSozialpolitik)

なのである。

同学会は，急進革命路線ではなく漸進的社会改良

路線を志向した点で， また中央・地方の議員や，各

レベルの官僚が多数参加しているという点で，一定

の階級的・階層的性格をもつ。もっとも， このこと

は，同学会における政策論の歴史的意義を否定する

ことにはならない。それはまずなによりも，政策反

映の点で，認められねばならない事実だということ

になるであろう。

だが， それ以上に重要なのは，同学会が，大枠の

イデオロギー的志向をもちつつも政策決定機関でな

いがゆえに，政・官・学のみならず地域の実際家た

ちの一同に会する，比較的自由な討論の場となりえ

た， という点である。そしてこのことこそが，大不

況期の同学会における政策論争の歴史分析の意義を

著しく高めているのである。それゆえ，同学会の政

策論争を刻んだ議事録(21)は，社会政策・地域政策論

の生成を問う上で，第一次史料としてきわめて大き

な価値をもつ。

本稿の課題はあくまで，一定の政策論の形成と，

その歴史・構造的射程を明らかにすることである。

本稿の問題関心は，諸政策について最終的に貫徹さ

れるのが， どの階級イデオロギーか， ということに

はない。以下，政策論争を分析する際には，各々の

政策論の対立図式を捉えるだけではなく，諸々の主

張が重なり合っていく部分を明らかにして，大まか

なコンセンサスの枠組みが得られていく過程を追う

こととする。この，同時代の政策基調を問う分析視

角こそ，新たな政策論が形成されていくプロセスを

追うためには，不可欠であると考えるからである。

（以下，次稿）
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